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台湾「FOOD TAIPEI 2023」における農畜産物等プロモーション業務委託 実施要領 

 

本要領は、「台湾「FOOD TAIPEI 2023」における農畜産物等プロモーション業務」の受託者を選定

するための公募型プロポーザルについて、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名     台湾「FOOD TAIPEI 2023」における農畜産物等プロモーション業務 

⑵ 業務内容   別紙「台湾「FOOD TAIPEI 2023」における農畜産物等プロモーション業務 

委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

⑶ 履行期間   契約締結の翌日から令和５（２０２３）年７月３１日（月）まで 

⑷ 提案上限額  ３，９９８，５００ 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 実施スケジュール 

項目 期限 

実施要領等の公表  令和５（２０２３）年３月 ７日（火） 

質問受付期限 令和５（２０２３）年３月１３日（月）正午 

質問に対する回答 令和５（２０２３）年３月１５日（水） 

参加表明書の提出期限 令和５（２０２３）年３月１７日（金）午後５時  

企画提案書の提出期限 令和５（２０２３）年３月２４日（金）午後５時  

企画提案書の提案・質疑（WEB） 令和５（２０２３）年３月２８日（火）  

選定結果の通知・公表 令和５（２０２３）年３月３０日（木） 

契約締結 令和５（２０２３）年３月３１日（金）予定 

 

３ 参加資格 

企画提案に参加する者は、次の要件のすべてを満たす法人でなければならない。  

⑴  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当しないこ 

と。 

⑵  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始又は会社更生法（平成１   

４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがなされた者（これら手続開始の決定 

後、那須塩原市の入札参加資格の認定を受けた者を除く。）でないこと。   

⑶  令和５（２０２３）年３月７日（火）から同年３月１７日（金）までの間において、 

那須塩原市建設工事等指名停止基準（平成１７年那須塩原市告示第１４３号）の規定に    

よる指名停止を受けていないこと。  

⑷  役員その他経営に実質的に関与している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する  

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員であることその他同条第２ 

号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められること等が存しない

こと。 



2 

 

４ 実施要領等の配布 

  那須塩原市ホームページ（https://www.city.nasushiobara.lg.jp/）からダウンロードするこ 

と。 

     

５ 参加手続 

 ⑴ 説明会  

   説明会は実施しない。 

 ⑵ 質疑 

  ア 提出期限  

    令和５（２０２３）年３月１３日（月）正午まで 

  イ 質疑方法 

 令和５（２０２３）年３月１３日（月）正午までに到達するよう、電子メールで

「noumuchikusan@city.nasushiobara.tochigi.jp」宛に、質問書（様式７）を添付して送付す

ること。なお、電子メールの件名は、「【質問】フード台北」とすること。 

  ウ 回答      

    令和５（２０２３）年３月１５日（水）までに那須塩原市ホームページに掲載する。なお、回

答は、本書又は仕様書の追加又は修正として、本書又は仕様書と同様に扱うものとする。 

⑶ 参加表明 

    プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書（様式１）及び参加資格要件確認書（様 

式２）を各１部ずつ作成し、持参又は郵送により提出すること。 

 ア 提出期限 

   令和５（２０２３）年３月１７日（金）午後５時（必着） 

 イ 提出場所 

   〒３２５－８５０１ 栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２  

那須塩原市 産業観光部 農務畜産課 

 ウ  提出方法 

   持参又は郵送 

  【持参】 

      受付は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日（以下「休日」という。以下同じ。）を除く午前９時から午後５時までとする。 

 【郵送】 

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同

条第２項に規定する信書便の役務のうち、書留郵便に準ずるもので送付すること。  

６ 企画提案書の作成・提出  

  参加表明書を提出した者は、仕様書及び⑵提出書類アの内容に基づき企画提案書を作成し、持

参又は郵送で提出すること。 

 ⑴ 提出方法 

https://www.city.nasushiobara.lg.jp/
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  ア 提出期限 

    令和５（２０２３）年３月２４日（金）午後５時（必着） 

  イ 提出場所 

   〒３２５－８５０１ 栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２  

那須塩原市 産業観光部 農務畜産課 

  ウ 提出方法 

    上記「５ 参加手続」に記載する提出方法に同じ。 

 ⑵ 提出書類 

  ア 企画提案書 

   ① 表紙（様式第３号） 

   ② 類似業務の履行実績等（様式第５号）  

     ③ 業務遂行体制（様式第４号） 

     ④ 業務実施計画及び全体のスケジュール（任意様式）  

   ⑤ 企画提案内容（任意様式）  

         仕様書の内容を満たすほか、以下の内容を含めること。 

    ・出展品に興味のあるバイヤー及び一般客を本市ブース（以下、ブース）に集客するため 

方法（イベント開催前及びイベント開催期間中）について提案すること。 

     ※バイヤーと一般客を分けた方が効果を出せる内容については、分けて提案すること。 

    ・出展品に興味のあるバイヤー及び一般客に、効果的に PRするためのブースの内容及び運 

営方法について提案すること。 

     ※バイヤーと一般客を分けた方が効果を出せる内容については、分けて提案すること。 

    ・出展品を含む本市農畜産物等及び観光の PRにあたり、魅力的なブース装飾について提案 

すること。 

また、備品等の配置計画、ストックヤードの確保方法等について、提案すること。 

    ・ステージ PRにおける効果的な PR方法を提案すること。 

     なお、ステージ PR時には那須塩原市長の登壇を想定することとするが、市長が不参加と 

なっても成立する内容とすること。 

※PR時間は最大 30分の枠となるが、すべての時間を使わなくてもよいこととする。 

   ⑥ バイヤー及び一般客へのアプローチ方法（任意様式） 

     本イベントを軸として、その後の輸出拡大やインバウンドにつながる台湾市場でのアプ

ローチ方法や出口戦略について提案をすること。 

   ⑦ 見積額及び内訳（任意様式） 

    ・日本工業規格Ａ４版片面縦使い、カラー刷りとする。 

・フォントサイズは、１０．５ポイント以上、横書きとする。ただし、図表については、 

この限りでない。 

・作成部数は、正本１部、副本７部とする。正本のみ提案者名を記載すること。（副本には、 

提案者名を記入しないこと。） 

・見積額は、契約希望金額の総額（消費税等の課税事業者にあっては、消費税等を含んだ  
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金額）を記載すること。なお、見積金額には、仕様書において市が負担する旨特に定めた 

事項を除き、本業務の履行に当たって必要な一切の費用が含まれるものとすること。 

  イ 見積書 

    那須塩原市長宛ての見積書を１部提出すること。なお、見積書は必要な項目ごとに区別す 

る（諸経費や消費税も区別する）とともに、企画提案書の見積額と整合させること。 

 

７ 審査方法等 

  企画提案書、見積書等にかかるプレゼンテーションを実施する。別表「審査項目」に基づいて、プ

ロポーザル選定委員の意見（採点等）を聴取し、審査を行う。プレゼンテーションの方法について

は特に指定しないが、提出した企画提案書の内容については説明することとする。 

また、主担当者がプレゼンテーションを行うこととする。 

⑴ 日時・会場   令和５(2023)年３月２８日（火） 

          オンライン（Google meet）での審査会 

⑵ 提案順番     参加申請書の受付番号を採用する。 

⑶ 時間        各社３０分以内とする（別に１０分の質疑応答時間を取る）。 

⑷ 留意事項    プレゼンテーションの実施に際し、企画提案書以外の追加資料の提示は認めな 

い。出席者は３名以内とする。 

 

８ 選定結果の通知・公表 

  契約候補者選定後、企画提案書を提出したすべての者に選定又は非選定の結果を文書で通知する。 

また、選定結果の概要（契約約候補者の名称及び評価の総合点）は、那須塩原市ホームページで

公表する。ただし、提案者が複数の場合、非選定となった者の評価の総合点は公表しない。 

 

９ 契約候補者の特定 

 ⑴ 失格者を除いた者のうち、審査の総合点が最も高い者を契約候補者として選定する。  

 ⑵ 総合点が最も高い者が複数の場合は、見積書の金額が最も安価な者を契約候補者とする。  

   なお、金額も同額の場合は、当該者は、当初見積額の範囲内で見積書を再作成し、再提出された 

見積書の金額が最も安価な者を契約候補者として選定する。 

⑶ 提案者が１者であった場合、審査を行った上で、総合点が合計点の７割である９８点以上であれ 

ば、契約候補者として選定する。 

 

10 契約の締結 

 ⑴ 契約候補者の特定後、被特定者と仕様書及び企画提案書の内容により提出された見積書記載

額で契約を行う。ただし、特定後契約締結前に契約内容について協議を行うことがある。協議

の結果、契約に至らなかったときは、総得点が次順位であった者を新たに契約候補者とし、協

議を行う。  

 ⑵ 契約候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、契約候補者となった日から５ 

日以内にその理由を記載した辞退届（任意様式）を提出すること。なお、この場合、次順位の 
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者を候補者とする。 

 

11 提出書類の取扱い 

 ⑴  提案者は、企画提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。 

 ⑵  書類の提出後は、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回等を認めない。 

 ⑶  提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

  ⑷ 提出書類は、那須塩原市情報公開条例（平成２０年那須塩原市条例第３１号）の規定による開 

示請求の対象となることがある。 

⑸  市は、必要に応じて、追加資料の提出を求めることができる。 

⑹  提出書類に使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。ただし、海外経費等で必要な 

場合は英語表記を併記すること。 

 ⑺ 提出された書類は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行う場合がある。 

 ⑻  提出された書類の著作権は、提案者に帰属する。 

 ⑼  企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利 

の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

  ⑽ 参加資格がない者及び提案者が失格条項に該当したときは、当該提案者の提案は、無効とする。 

 ⑾ 企画提案書の内容は、本業務における実施義務を提示したものとする。 

 

12 失格条項 

企画提案に参加する者が次のいずれかに該当した場合、その者は、本プロポーザルの参加資格 

を失う。 

⑴ 審査に影響を与える行為があったと認められる場合 

⑵ 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

⑶ 企画提案書を複数提出した場合 

⑷ 書類の提出方法及び提出期限を遵守しない場合 

⑸ 契約上限額を超える提案をした場合 

⑹ 指定する様式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

⑺ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

⑻ 提出図書に盗用の疑いがあると市長が認めた場合 

 ⑼ 参加資格を欠くことになった場合 

⑽ その他、本書に定める内容を遵守していないと認められた場合 

 

13 その他 

 ⑴ 企画提案書等の作成及び提出に係る費用等、プロポーザル参加に要する経費はすべて提案者の 

負担とする。 

 ⑵ 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、令和５（２０２３）年３月２４日（金）正午 

までに、辞退届（様式６）を提出すること。 
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14 担当課  

  産業観光部 農務畜産課（電子メール：noumuchikusan@city.nasushiobara.tochigi.jp） 

 

mailto:noumuchikusan@city.nasushiobara.tochigi.jp

